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● 草津栗東防犯自治会  ℡０７７－５５１－０１０９ ● 草津警察署  ℡０７７－５６３－０１１０ 

皆様もご存じのとおり、5月 7日、新潟県内で、小学生の女子児童が連れ去られ

殺害されるという大変痛ましい事件が発生しました。 

子どもが危ない目に遭わないため、また、子どもを犯罪被害から守るため、ご家

庭で子どもたち自身の防犯意識を高めるように話し合いましょう。 

   

○子どもが誘拐等の被害に遭わないよう普段から「５つの約束」を繰り返し話しましょう。 

○人目に付かない場所では遊ばないよう注意しましょう。 

○子どもが知らない人から声をかけられたり、不審な電話がかかってくる等、おかしいな

と思ったら、すぐに警察に知らせてください。 

○通園・通学路や公園の近くの「子ども 110番の家」を子どもと一緒に確認しておきま

しょう。 

○よその子どもでも、お互いに気をつけあい、地域ぐるみで子ども達を守りましょう。 

① 一人では遊ばない。 

② 知らない人について行かない。 

③ 連れて行かれそうになったら大きな声で助けを呼ぶ。 

④ 誰と、どこで遊ぶか、何時に帰るか、お家の人に言ってから出かける。 

⑤ お友達が連れて行かれそうになったら、大人の人にすぐ知らせる。 

まもなく学校などでは夏休みを迎えます。夏休み中は開放感や気のゆるみ等から 

子どもが非行に走ったり、犯罪被害に巻き込まれたりする傾向があります。特に夏休み中は一年を通じて

夜遊び(深夜はいかい)で補導される少年が最も増える時期でもあり、夜間は人目が少ないことから性犯罪

などの犯罪が発生しやすく、また、非行の歯止めが効きにくくなるケースもあります。 

 

インターネット上には子どもに有害なサイトや情報が

多数氾濫しており、容易に目にすることができます。 

特にスマートフォンの普及により、全国的に SNSを介

して性犯罪に遭う子どもが年々増加しており、なかでも

騙されたり脅かされたりして自分の画像を送らされる被

害が増加しています。 

少年を非行や犯罪被害から守るため、地域の絆で地域の少年を暖かく見守りましょう。 



 

６月９日、栗東市危機管理センター大研修室で、平成 30 年

度の総会を実施しました。昨年度の事業報告の後、本年度の事

業計画及び予算が審議され承認されました。 

当防犯自治会の役員は、草津・栗東両市のまちづくり協議会・

自治連合会の会長はじめ、社会福祉協議会長、各関係機関の長

で構成されています。 

講演では、草津警察署の担当者から、草津署管内の犯罪状況

と暴力団情勢についてお話がありました。また、安心安全なま

ちづくりのため、各地域でのさまざまな防犯活動への協力依頼

がありました。 

草津警察署管内で、架空請求詐欺連続発生！ 

◆5 月 22日、草津市内居住の女性の携帯電話に、「コンテンツ利用料が未納。訴訟します。」旨のメールが

届き、「支払わないと裁判になる。」等と言われ、コンビニで 30万円分の電子マネーを購入し、券面の番

号を伝えた。 

◆3 月 30 日から 4 月 26 日の間、草津市内の男性の携帯電話に、「有料サイトの未払いがある。」旨のメ

ールが届き、「払わないと法的措置をとる。」等と言われ、コンビニで 30万円のギフトカードを購入し、

その番号を伝えた。その後も、国税庁の職員や弁護士を名乗る男からキャッシュカードや現金を要求され、

指定場所に送付した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・強盗致傷････････１件 

・空き巣等････････５件  

・ひったくり･･････０件 

・自転車盗･･････５３件  

・万引き････････１６件 

・自販機ねらい････３件 

・車上ねらい･･････４件  

・オートバイ盗････４件 

・器物損壊･･････２０件  

携帯電話等に身に覚えのないサイト利用料や違約金の

支払い督促のメールを送りつけ、現金や電子マネーをだま

し取ろうとしてきます。 

こんな時は→ 

○記載された連絡先には、絶対に連

絡しない。 

○家族に相談する。 

○警察に相談する。 

 

｢訴訟最終告知」等と書かれたハガキを送りつけ、コンビニの

収納代行サービス等を悪用して現金を騙し取るものです。 

だまし文句の一例 

「有料サイトの料金が未納です」 

「退会するには●●円必要です」 

「裁判になります」 

「コンビニで電子マネーを買って支払って」 

「コンビニの収納代行サービスで支払って」 

県内各地に詐欺ハガキが送られ、警察への相談件数も増加しています。「最終告知」等といった言葉で不安

をあおろうとします。記載された連絡先には安易に連絡せず、家族や警察に相談してください。 

 


